
 
 

 

 

 

船橋市社会福祉連携推進法人の認定申請等に関する要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号。以下「法」という。）

第１２８条第１号イに規定する社会福祉連携推進法人（以下「連携推進法人」

という。）の認定申請等について、一般社団法人及び一般財団法人に関する法

律（平成１８年法律４８号）、法、社会福祉法施行令（昭和３３年政令第１８

５号）、社会福祉法施行規則（昭和２６年厚生省令第２８号）等の関係法令及

び社会福祉法施行細則（平成１５年船橋市規則第６４号。以下「細則」という。）

に定めるもののほか、必要な事項を定める。 

 （社会福祉連携推進認定申請） 

第２条 細則第１８条第１項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付する

こと。 

⑴ 社会福祉連携推進認定申請に係る概要書（第１号様式） 

⑵ 定款 

 ⑶ 社会福祉連携推進方針（第２号様式） 

 ⑷ 登記事項証明書 

 ⑸ 役員の氏名、生年月日及び住所を記載した書類  

 ⑹ 法第１２７条各号に規定する認定基準のいずれにも適合することを証す

る書類（第３号様式） 

⑺ 法第１２８条各号に規定する欠格事由のいずれにも該当しないことを証

する書類（第４号様式） 

 ⑻ 社会福祉連携推進評議会の構成員の氏名、生年月日及び住所を記載した書    

類 

 ⑼ 社員の名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類  

⑽ 役員・社会福祉連携推進評議会の構成員の履歴書及びその就任に係る承諾

書類 

⑾ 認定申請段階において当該連携推進法人に帰属すべき財産の財産目録  

⑿ 認定申請を行う会計年度及びその次の会計年度における事業計画書及び

これに伴う収支予算書 

⒀ 社会福祉連携推進業務のうち、貸付業務を行う場合は、前各号に掲げる書

類に加え、次のアからキまでに掲げる書類 

 ア 貸付事前合意書（第５号様式） 

 イ 貸付対象社員における貸付金の使途に関する事業計画  

 ウ 貸付原資提供社員と連携推進法人との間の金銭消費貸借契約書案  

 エ 連携推進法人と貸付対象社員との間の金銭消費貸借契約書案  

 オ 連携推進法人において、当該貸付けを行うことにつき意思決定を行った

際の理事会、社員総会議事録 

 カ 貸付原資提供社員において、当該貸付けを行うことにつき意思決定を行

った際の理事会、評議員会議事録 



 
 

 

 

 

 キ 貸付対象社員において、当該貸付けを受けることにつき意思決定を行っ

た際の理事会、評議員会議事録 

⒁ その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の申請書の提出に当たっては、副本１通を添付すること。 

 （連携推進法人定款変更認可申請） 

第３条 細則第１９条第１項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付する

こと。 

⑴ 当該定款変更後の定款全文 

 ⑵ 当該定款変更に係る理事会議事録 

 ⑶ 当該定款変更に係る社員総会議事録 

 ⑷ その他当該定款変更に関する参考資料 

２ 前項の申請書の提出に当たっては、副本１通を添付すること。  

 （連携推進法人定款変更届） 

第４条 細則第２０条に規定する変更届には、次に掲げる書類を添付すること。 

⑴ 当該定款変更後の定款全文 

 ⑵ 当該定款変更に係る理事会議事録 

 ⑶ 当該定款変更に係る社員総会議事録 

 ⑷ その他当該定款変更に関する参考資料 

 （社会福祉連携推進方針変更認定申請）  

第５条 細則第２１条第１項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付する

こと。 

⑴ 当該方針変更後の社会福祉連携推進方針全文  

 ⑵ 当該方針変更に係る理事会議事録 

 ⑶ 当該方針変更に係る社員総会議事録 

 ⑷ その他当該方針変更に関する参考資料 

⑸ 社会福祉連携推進業務のうち、貸付業務を行う場合は、前各号に掲げる書

類に加え、次のアからキまでに掲げる書類  

 ア 貸付事前合意書（第５号様式） 

 イ 貸付対象社員における貸付金の使途に関する事業計画  

 ウ 貸付原資提供社員と連携推進法人との間の金銭消費貸借契約書案  

 エ 連携推進法人と貸付対象社員との間の金銭消費貸借契約書案  

 オ 連携推進法人において、当該貸付けを行うことにつき意思決定を行った

際の理事会、社員総会議事録 

 カ 貸付原資提供社員において、当該貸付けを行うことにつき意思決定を行

った際の理事会、評議員会議事録 

 キ 貸付対象社員において、当該貸付けを受けることにつき意思決定を行っ

た際の理事会、評議員会議事録 

２ 前項の申請書の提出に当たっては、副本１通を添付すること。  

 

 （代表理事の選定又は解職の認可申請） 



 
 

 

 

 

第６条 細則第２３条第１項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付する

こと。 

⑴ 当該代表理事の履歴書（選定の場合に限る。）  

 ⑵ 当該代表理事の選定又は解職に係る理事会議事録 

 ⑶ その他当該代表理事の選定又は解職に関する参考資料 

２ 前項の申請書の提出に当たっては、副本１通を添付すること。  

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。  

 

  



 
 

 

 

 

（第１号様式） 

 

社会福祉連携推進認定申請に係る概要書 

 

 

  

設立代表者  
住所   

氏名   

ふりがな  

法人の名称  
 

法人番号   

社会福祉連携推進法人  

設立の趣意  

 

 

主たる事務所  所在地   

従たる事務所  

※ある場合のみ  

記載のこと 
所在地   

実施する業務の内容  

※該当するものに○を付すこと  

社会福祉連携推進業務  

その他

業務  
地域福祉

支援業務  

災害時支

援業務  

経営支援

業務  

貸付業務  

人材確保

等業務  

物資等供

給業務  

       

資
産 

純資産  

③－④  

内          訳  

①社会福祉連携推進  

目的事業財産  
②その他の財産  

③財産計  

①＋②  
④負債  

円  円  円  円  円  

会
費
等 

入会金  会費（月額・年額）  その他  

円  円  円  



 
 

 

 

 

（裏）  

役
員 

代表理事、  

理事、  

監事の別  

役員の資格（該当に○）  

氏名  

親族等の

特殊関係

者の有無  

他の法人の理事長への  

就任状況  

社会福

祉識見  

福 祉 サ ー

ビ ス 実 情  

財務管

理識見  

その他  

有無  法人名  

         

         

         

         

         

         

         

         

職
員
数 

人  

評
議
会
の
構
成
員 

氏名  

構成員の資格等（該当に○）  

福祉サービスを受

ける立場にある者  

社会福祉に

関する団体  

学識経験を

有する者  
その他  

     

     

     

社
員 

法人名称  法人格の種別  代表者氏名  

   

   

   

   

   

（注意事項） 

・行が不足する場合は、適宜追加すること。 

  



 
 

 

 

 

（第２号様式） 

（表） 

社会福祉連携推進方針 

 

社会福祉連携推進認

定後の法人の名称  
 

理念・運営方針   

社員の名称   

社会福祉連携推進区

域の範囲  
 

社
会
福
祉
連
携
推
進
業
務
の
内
容 

地域福祉  

支援業務  

 

災害時支援  

業務  

 

経営支援  

業務  

 

貸付業務   

人材確保等  

業務  

 

物資等供給  

業務  

 

その他業務の内容   

 

  



 
 

 

 

 

（裏） 

※ 以下は貸付業務を行う場合のみ記載。 

貸付件名   

貸付契約締結日   

貸付対象社員  

の名称  

 

貸付対象社員への貸

付総額  
 

貸付対象社員におけ

る重要事項に係る承

認の方法  

 

（注意事項） 

・行が不足する場合は、適宜追加すること。 



 
 

 

 

 

（第３号様式） 

（１面） 

 

法第１２７条各号に規定する認定基準のいずれにも適合することを証する書類  

 

１ 社会福祉連携推進業務を主たる目的としていること（第１号）  
 

社会福祉連携推進業務に

係る事業費率の見込み 

事業費率 

【（①＋②）／（①＋②＋③＋④

＋⑤＋⑥）】 

％ 

 

社会福祉連携推進業務に係る 

サービス活動費用計① 
円 

社会福祉連携推進業務に係る 

サービス活動外費用計② 
円 

その他業務に係る 

サービス活動費用計③ 
円 

その他業務に係る 

サービス活動外費用計④ 
円 

法人本部に係る 

サービス活動費用計⑤ 
円 

法人本部に係る 

サービス活動外費用計⑥ 
円 

（注意事項） 

・ 事業計画書や予算書等において上記の事業費率が５０％超であること。 

 

２ 社員の構成が適当であること（第２号）  
 

社員の名称 
法人格  

の種別  

社員に参画できる者 

※ 該当する欄に○を付すこと。  １社員当た 

りの議決権 

の数  
①社会福祉  

法人  

②社会福祉事  

業経営法人  

③その他福祉  

サービス事業  

経営法人  

④社会福祉事  

業従事者養成  

機関経営法人  

      
 

       

       

    

 

 

 



 
 

 

 

 

（２面） 

       

       

       

       

       

合計数 
    

 
社員計： 

（注意事項） 

・ 社員は、上記の表の①から④までのいずれかに該当するものであること。 

・ 社員は２以上であること。 

・ 社員の過半数は社会福祉法人であること。 

・ 議決権総数の過半数は社会福祉法人であること。 

・ １の社員に対し、議決権総数の半数を超える議決権を配分しないこと。 

 

３ 社会福祉連携推進業務を適切かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに

財産的基礎があること（第３号）  
 

①社会福祉連携推進業務を適切  

かつ確実に行うに足りる知識及 

び能力 

 

②財産的基礎  

（注意事項） 

・ 上記の①及び②について、法人において措置している内容を記載すること。 



 
 

 

 

 

（３面） 

 

４ 社員の資格の得喪につき、不当な条件がないこと（第４号）  
 

①社員の資格の取得ルール 

 

②社員の資格の喪失ルール 

 

（注意事項） 

・ 定款等に定める社員の資格の得喪に関するルールを記載すること。 

・ 社会福祉連携推進法人の目的に照らし、不当に差別的なルールとなっていないこと。 

 

５ 定款に必要事項が記載されていること（第５号）  
 

定款記載事項 記載の有無 

①  社員の議決権に関する事項  有 ・ 無 

②  役員に関する事項 有 ・ 無 

③  代表理事を１人置く旨  有 ・ 無 

④  理事会を置く旨及び理事会に関する事項  有 ・ 無 



 
 

 

 

 

（４面） 

⑤  事業の規模が政令で定める基準を超える一般社団法人の記載事項  有 ・ 無 

⑥  社会福祉連携推進評議会を置く旨及び構成員の選任・解任の方法  有 ・ 無 

⑦  貸付対象社員が予算の決定又は変更等を決定するに当たって、あらか  

じめ当該一般社団法人の承認を受けなければならないこととする旨  
有 ・ 無 

⑧  資産に関する事項 有 ・ 無 

⑨  会計に関する事項 有 ・ 無 

⑩  解散に関する事項 有 ・ 無 

⑪  社会福祉連携目的取得財産残額は国又は地方公共団体等に贈与する旨  有 ・ 無 

⑫  清算時に残余財産を国等に帰属させる旨  有 ・ 無 

⑬  定款の変更に関する事項  有 ・ 無 

（注意事項） 

・ 上記事項のほか、一般法人法第 11 条第１項の規定により、次の事項の記載が必要。 

 ア 目的 

 イ 名称 

 ウ 主たる事務所の所在地 

 エ 設立時社員の氏名又は名称及び住所 

 オ 社員の資格の得喪に関する規定 

 カ 公告方法 

 キ 事業年度 

  



 
 

 

 

 

（第４号様式） 

（表） 

法第１２８条各号に規定する欠格事由のいずれにも該当しないことを証する書類  

 

区分 事実の有無 

① 理事及び監事のうちに、次のいずれかに該当する者の有無                                                        

 イ  社会福祉連携推進法人が社会福祉連携推進認定を取り消さ

れた場合において、その取消しの原因となった事実があった

日以前１年内に当該社会福祉連携推進法人の業務を行う理事

であった者でその取消しの日から五年を経過しないもの  

有 ・ 無 

ロ  社会福祉法その他社会福祉に関する法律で政令で定めるも

のの規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、

又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない

者（ハに該当する者を除く。） 

有 ・ 無 

ハ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の

執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者   
有 ・ 無 

ニ  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第

６号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５

年を経過しない者（以下「暴力団員等」という。） 

有 ・ 無 

② 社会福祉連携推進認定を取り消され、その取消しの日から五年

を経過しないもの 
有 ・ 無 

③ 暴力団員等がその事業活動を支配するもの 有 ・ 無 

（注意事項） 

１ ①のロにいう「その他社会福祉に関する法律」とは、社会福祉法施行令第３４条に

掲げる法律をいうものであること。 

 ※ 児童福祉法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、生

活保護法、老人福祉法、社会福祉士及び介護福祉士法、介護保険法、精神保健福祉

士法、児童買春・児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関

する法律、児童虐待の防止等に関する法律、障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関

する法律、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法

律、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律、子ども・子

育て支援法、国家戦略特別区域法（第 12 条の５第 15 項及び第 17 項から第 19 項ま

での規定に限る。）、公認心理師法、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに

係る児童の保護等に関する法律、自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するため

の調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律 

２ ①のニ及び③の証明に当たっては、次に掲げる者による表明・確約書を添付するこ 



 
 

 

 

 

（裏） 

 

と。 

・ 当該社会福祉連携推進法人の理事及び監事（別添１） 

・ 当該社会福祉連携推進法人の社員（別添２） 

  



 
 

 

 

 

（第４号様式 別添１）※役員用 

 

表明・確約書 

年  月  日  

  船橋市長 あて  

  
所属・職名  

 

氏 名  

 

 

 

 私は、現在及び将来にわたって、次に掲げる事項のいずれにも該当しないこ

とを表明、確約します。 

 

（１）暴力団員 

（２）暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者  

 

 

氏 名（自著）              

  



 
 

 

 

 

（第４号様式 別添２）※社員用 

 

表明・確約書 

年  月  日 

 

  船橋市長 あて  

  
法 人 名  

 

代 表 者 名  

 

 

 

 当法人は、現在及び将来にわたって、次に掲げる事項のいずれにも該当しな

いことを表明、確約します。 

 

（１）暴力団 

（２）暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する法人  

 

 

   法 人 名               

              代表者名（自著）              

 

 

 

  



 
 

 

 

 

（第５号様式） 
 

貸付事前合意書 
 

貸付件名  

社員総会における承認日   

貸付契約締結日  

貸付対象社員の名称  

貸付原資提供社員の名称   

貸
付
条
件 

貸付対象社員への

貸付総額 
 

貸付原資提供社員

の提供額 

 

返済期限  

返済方法  

利率   

担保   

延滞時の取扱い  

貸付金回収不能時

の取扱い 

 

貸付実行予定日  

貸付対象社員における貸付

金の使途 

 

貸付対象社員における重要

事項に係る承認の方法 

 

 

 

 


